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1.ファイナンス研究会メンバーリスト 

No, 役職 氏名 ふりがな 会社名

1 座長 高橋 孝一 たかはし こういち NKSJリスクマネジメント株式会社

2 川村 一郎 かわむらいちろう KRコンサルタンツＬＬＰ

3 近藤 篤 こんどう　あつし NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社

4 田代 邦幸 たしろくにゆき 株式会社インターリスク総研

5 吉田 勇気 よしだ ゆうき NKSJリスクマネジメント株式会社

6 眞崎 達二朗 まさきたつじろう 眞崎リスクマネジメント研究所

２０1１年度ファイナンス研究会のメンバー：計６名 (五十音順) 
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BCにおけるファイナンス 
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2.ＢＣにおけるファイナンス 

（出典：「内閣府 事業継続ガイドライン 第一版」より） 

資金調達手段の効率的な活用 

融資 

基金 

税制 
保険 

共済 

ＡＲＴ 

資金調達手段 

「災害に強い企業」に 

「防災対策」, 

「復旧対策」の充実 

ステークホルダーとの 

信頼関係を構築 

Ｂ 

Ｃ 

Ｐ

の

一

環 

これらの資金を調達

するための様々な資

金調達手段 
①防災対策の資金（災害前） 
耐震診断や耐震補強などの防災対策をする

ための資金 

②復旧対策の資金（災害後） 
被災後に事業の運転、復旧のための資金 
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東日本大震災の発生伴い、施行された特別措置や創設された資金調達制

度に関する調査の実施 

  ・災害復旧貸付制度の金利引下げ 

  ・小規模企業共済制度の貸付条件緩和 等 

   ※詳細は、次ページ以降を参照 

 

2010年度で決定した活動方針に基づき、被災企業の資金調達状況に関す
る実態調査の実施 

  【調査対象例】 

   ・東日本大震災の被災企業 

   ・阪神・淡路大震災の被災企業 

   ・新潟県中越地震の被災企業 

３.研究会の活動内容（2011年度） 
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2011年度の活動方針 
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４.金融面のインセンティブと資金調達 

事後契約・事前調達の資金調達手段はない事後契約・事前調達の資金調達手段はない

事前調達事前調達 事後調達事後調達

事
前
契
約

事
前
契
約

事
前
契
約

損害保険（地震保険・利益保険・店舗休業保険等）
（民間保険会社）

コミットメントライン（都市銀行など）

保険デリバティブ（民間保険会社）

東日本大震災復興特別貸付
・日本政策金融公庫、商工中金 7.2億円、

さらに別枠で3億円

東日本大震災復興緊急保証および災害関係保証
またはセーフティネット保証
5.6億円は100%保証、一般保証(80%保証)を加えて8.4億円保証

防災格付融資制度
（日本政策投資銀行：新DBJ防災格付）

ＢＣＰの対策実施に係る優遇金利融資
（滋賀銀行、京都銀行 など）

社会環境対応施設整備資金
（日本政策金融公庫） など

災害が発生する前に耐震診断・耐震補強な

どを行うための資金調達手段

災害が発生する前に耐震診断・耐震補強な

どを行うための資金調達手段
予め契約をしておき、災害後に復旧・運転資金を調達

するための手段

予め契約をしておき、災害後に復旧・運転資金を調達

するための手段

契約時期は災害後であり、復旧・運転資金を調達で

きる資金調達手段

契約時期は災害後であり、復旧・運転資金を調達で

きる資金調達手段

災害時発動型保証予約システム（静岡県信用保証協会）

事
後
契
約

事
後
契
約

事
後
契
約

災害発生災害発生

中小企業倒産防止共済(中小企業基盤整備機構)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

エンパワー融資システム(名古屋商工会議所会員向け)
・5千万円、原則無担保・無保証、会員だけの有利な金利

■
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先週とは、4月7日～4月13日 

５．東日本大震災後の資金繰り支援策の実施状況 
（2011年3月14日～2012年4月13日）  
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6.地震保険の活用実態 

家計分野の地震保険 ２０１２年４月３日現在  

    お支払件数       771,４０３件 

  お支払金額  １兆2,２４１億円 

   ※阪神淡路大震災 ７８３億円 

 

企業向けの地震保険 推定 

  お支払金額 5,000億円程度か 
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参考：東日本大震災における政府の対応（1/3） 
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災害関係保証の発動 
 市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会が別枠で保証。   
 （100%保証。保証限度額は無担保8千万円、普通2億円。） 

小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長 
 小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、既往 
 貸付金の償還期間を2年延長。（７年以内→9年以内） 

事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助 
 都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援 
 （都道府県が3/4を補助する場合、国はその経費の2/3を補助。） 

災害復旧貸付（日本政策金融公庫、商工組合中央金庫）の金利引下げ 
 被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が別枠で行う災害 
 復旧貸付について、特段の措置として、基準利率から0.9%の金利引下げ。 

 融資限度枠 中小企業向け１．５億円  
※ 上記以外にも、小規模企業共済契約者に対し、原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付（(独)中小企業基盤
整備機構）の適用の要請等を実施。 

2011年3月18日現在 
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今般の災害により被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構にお
いて①原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付の適用、②共済掛金の納付・一時貸
付金の返済支払いの猶予、③共済金支払いの迅速化等を実施。 

小規模企業共済に係る救済措置 

貸付金利の無利子化 

 今般の甚大な被害状況に鑑み、東日本大震災の直接罹災共済契約者については、貸付金 
  利を無利子。 （間接被害者については、引き続き、貸付金利0.9％を適用します。）  

貸付限度額の引き上げ 
 貸付限度額を1,000万円から2,000万円に引き上げ 
 （ただし、共済契約が解約された場合に支払われる解約手当金の範囲内） 

償還期間の延長及び据置期間の設定 

 ①償還期間を1年間延長することにより、資金繰りを支援 
  (ⅰ)貸付金額が500万円以下の場合、3年→4年 
  (ⅱ)貸付金額が505万円以上の場合、5年→6年 

 ②据置期間を設定し、罹災当初の資金繰りを支援 
  （ⅰ）設定なし → 据置期間12ヶ月 

小規模企業共済に係る追加対策（更なる条件緩和） 
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参考：東日本大震災における政府の対応（3/3） 
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有価証券報告書等の提出期限に係る特例措置 
 
•「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法 
 律」に基づき、今回の震災による災害について、特定非常災害として指定。 
 （過去には、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震が指定されている。）                 
この災害に対し、行政上の権利利益の満了日の延長等の措置を適用するとした 
 政令を3月13日に公布・施行。 

•この政令により、震災により本来の提出期限までに有価証券報告書、四半期報 
 告書等の提出がなかった場合であっても、本年6月末までに提出すれば責任が問
われないことになる。 

•「震災により」とは、本社が被災した場合のみならず、支店・工場や重要な取引先の
被災により決算作業が困難となった場合など、間接的な影響によるものを含む。  

•３月決算企業などについて、９月末までに提出すればよいこととする方向で、今後、
政令を整備予定。  
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